
農業農村整備 山口県

「ため池サポートセンターやまぐち」の歩み

令和７年度



１ 開設の背景 農業農村整備 山口県

①ため池に係る災害リスクの高まり
②ため池の管理体制の脆弱化
③「農業用ため池管理及び保全に関する法律」が施行（令和元年７月１日）

「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」が施行
（令和２年１０月１日）

農業用ため池の適正な管理と保全を図るため、ため池管理者等による適正管理
を支援し、防災工事等の実施者に対する技術的な指導、助言等の援助を行う
「ため池サポートセンターやまぐち」を山口県土地改良事業団体連合会内に開
設し、支援体制を構築



２ 活動内容（設置運営規程第２条） 農業農村整備 山口県

（１）ため池の点検活動

防災重点農業用ため池について、劣化状況調査を実施し、各事務所単位で
設置済みの「ため池対策推進会議」に調査結果を提供。



２ 活動内容（設置運営規程第２条） 農業農村整備 山口県

（２）ため池に関する相談対応

市町やため池管理者に対し、技術指導や相談対応を実施。
開設以来、１３６件の実績。（Ｒ７年３月末時点）



２ 活動内容（設置運営規程第２条） 農業農村整備 山口県

（２）ため池に関する相談対応

相談に基づき、漏水調査やサイフォンによる排水対策も行い、ため池災害
の未然防止に貢献。

漏水箇所



２ 活動内容（設置運営規程第２条） 農業農村整備 山口県

（３）ため池に関する指導活動

各事務所「ため池対策推進会議」が開催する管理者向け講習会や市町向け
講習会に講師として参画し、管理指導を実施。



２ 活動内容（設置運営規程第２条） 農業農村整備 山口県

（３）ため池に関する指導活動

調査結果等をため池管理者提供用の資料「ため池カルテ」としてとりまとめ、
各事務所ため池対策推進会議に提供。



２ 活動内容（設置運営規程第２条） 農業農村整備 山口県

（３）ため池に関する指導活動

大雨時・災害時におけるため池の状況、平時の点検管理状況等、迅速に情報
共有できるよう、ため池管理者へスマホアプリの普及を促進。



２ 活動内容（設置運営規程第２条） 農業農村整備 山口県

（４）ため池に関する情報管理

ため池管理者等を支援するため、相談・対応記録や現地調査結果の経年変化
記録等、必要な情報をデータベースに収集・蓄積。



２ 活動内容（設置運営規程第２条） 農業農村整備 山口県

（５）その他第１条の目的達成に必要な事項

・タブレットを使用したため池点検「ため池点検システム」改善に向けた
助言・提言を県土地改良事業団体連合会へ実施。

・点検において、非常に危険な状態で緊急的な対応が必要な状態又は
危険な状況に近づいている状態と判断したため池を「監視ため池」とし、
毎年、山口県ため池対策推進会議を通じて、各事務所ため池対策推進会議
あてに一覧表を通知し、迅速な対策を行うよう提言。

・ため池管理者に対し、リーフレットによる
事業説明を行い、防災工事等を推進。

設置運営規程第１条（抜粋）
山口県内の農業用ため池の適正管理を

支援するとともに、豪雨等に対する安全
性確保に必要な対策実施への技術的支援
を行い、ため池防災対策を推進すること
を目的



３ 活動体制 農業農村整備 山口県

令和７年４月時点では、所長以下、経験豊富な嘱託職員を２名を配置し、
各活動の強化を図っています。


